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水環境中の化学物質の総合的評価

下水道研究部　下水道研究官　高橋　正宏

１．はじめに
　我々を取りまく水、大気などの環境中には様々の化学物
質が含まれていることが広く知られるようになってきた。
過去に深刻な被害を起こした化学物質や、被害が予想され
る化学物質については、水質汚染や大気汚染に関わる環境
基準として、環境におけるあるべき数値が示されている。
水銀や二酸化いおう等、個々の規制対象化学物質の環境中
での管理は、排水規制などと連動してかなり厳格に行われ
ている。しかし、いわゆる環境ホルモン（内分泌攪乱物質）、
シックハウス症候群などが注目を集めるようになり、規制
の対象となっていなくとも、何らかの問題を起こす可能性
のある物質が、身近な環境中に一般的に存在していること
が明らかとなった。
　さらに、2003年度から、「PRTR（Pollutant  Release  and
Transfer Register：環境汚染物質排出移動登録）」が開始され、

2001年度に排出された化学物質の種類と量に関する情報が
公表されている。この情報は、毎年更新され、排出先や事
業所毎の排出量についても公表されている1）2）。
　これらの情報により、生活環境中に存在する化学物質へ
住民の関心がより高まるものと思われる。公共用水域を管
理する国土交通省や、下水道を管理する地方公共団体は、
これらに排出される化学物質の情報を把握し、そのリスク
について常に点検し、さらには、住民や事業所など関係者
との情報交換を通じ、公共水域や下水道のリスク管理を行
う必要が生じるようになろう。
　国土技術政策総合研究所では、河川や下水道などの現場
で、関係者と協力してリスク管理を行うために必要な手法
を開発するために、研究を開始した。水環境や土壌などに
おけるリスク管理については、我が国での経験がほとんど
なく、そのための手法についても検討が始まったばかりで

表ー１表ー１ 検出下限値を上回った地点の調査地点数し対する数及び割合の経年変化（水質・基本調査対象物質）検出下限値を上回った地点の調査地点数し対する数及び割合の経年変化（水質・基本調査対象物質）
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ある。本稿では新しいリスク管理の考え方について全体を
俯瞰し、研究開発が必要な部分を明らかにするとともに、
国土技術政策総合研究所で開始した研究が、全体の研究開
発の中で果たす役割を明らかにしたい。

２．水環境中の化学物質
　公共用水域や下水道における微量の化学物質について全
般的に調査した例は少ない。例外は内分泌攪乱物質関連の
化学物質であり、国土交通省、環境省が全国的な調査を継
続的に行っている。国土交通省では1998年度から、魚類の
雄がメス化する原因となるアルキルフェノール類やエスト
ロゲン等の内分泌攪乱関連物質の、一級河川109水系にお
ける水質、底質の調査を行っており「水環境における内分
泌攪乱物質に関する実態調査」として毎年公表している。
環境省も中小河川を含む全国調査を行っている。表̶ 1 3）

は2001年度までに連続測定されている地点の結果であり、
一級河川の内分泌攪乱関連物質の検出率は低下傾向にある
様に見えるが、その原因解明やより長期間の評価が必要で
あろう。
　本調査では、一部の物質について多摩川における負荷量
調査を行っており、化学物質の発生源について大まかな傾
向を把握することができるが、調査日によって負荷量、負
荷割合ともかなり変動することを明らかにしている。
　環境省では1974年度より「化学物質と環境」4）（いわゆ
る黒本調査）で、化学物質の環境中の実態調査を行ってい
る。膨大な種類の化学物質を、有害性や生物濃縮性、生産
量などから絞り込みプライオリティーリストを作成し、ダ
イオキシンなどの非意図的生成物も加え、リスト中の化学
物質について、20物質ほどを年度毎に体系的に実態調査す
るものである。これまでのところ798物質が調査され、水質、
底質、魚類、大気から339物質が検出されている。
　これらの調査は、一部の内分泌攪乱物質を除いて、点（調
査地点）としての評価にとどまっており、実際の河川にお
ける実態把握として必要な、流域の全体像を把握すること
はできない。実際問題として、膨大な種類の化学物質につ
いて、流域全体での発生量や水環境中での変化を測定する
ことは、物理的にも経済的にも不可能に近く、これまでは
特定の物質に限って流域全体の調査が行われてきた。しか
し、このような調査では、対象とする流域で、どの物質の
リスクが高いのか、どの物質を優先して調査すべきかは解

らない。
　幸い、2002年度よりPRTRの集計結果が公表されること
となり、対象流域における化学物質排出の実態について、
ある程度の目安をつけることができるようになった。国土
技術政策総合研究所で開始した研究は、PRTRの情報を元
に、河川流域における化学物質の排出量や水環境中での挙
動を把握するための実態調査手法を明らかにし、さらには
実態を基にしたリスク評価を行い、その結果を地域の関係
者と共有して、流域のリスク管理を進める手法を確立する
ものである。

３．化学物質リスク管理の手法
　河川などの水環境中における化学物質リスク管理は、狭
義には適切なリスク評価に基づいて、リスク管理の対象と
なる化学物質を、行政による排出規制や、排出者の自主的
な管理で削減することを指す。しかし、適切なリスク評価
の手法や、関係者の合意形成まで含めた全体の流れを化学
物質リスク管理と定義することもできる。広義のリスク管
理については、図̶図図 1に示す流れに従って行うこととなろう。

図ー１ 水環境におけるリスク管理の想定フロー
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（1）化学物質リスクに関する実態の把握

　「a.流域の基礎情報の収集」はPRTRの届出外排出源（家庭、
自動車、小規模事業所、小規模な医院など）を推定するた
めに必要である。PRTRにおいては特定業種の一定規模以
上の事業所が届け出する義務を負っているが、それ以外の
排出源は市町村毎の推計によっている。表̶ 2は2001年度
の排出量集計5）において、推計した届出外排出量と対象事
業所から届け出を受けた排出量を代表的な物質で比較した
ものである。化学物質によっては届出排出量より推計され
た排出量の方がはるかに大きいものもあるため、流域の基
礎情報からの推計が欠かせない。ただし推計方法について
は、届出義務のない小規模事業所の数や排出量を十分推計
できないなど、十分な精度に達しておらず1）、今後も順次
改良されていくものと思われ、注意を要する。
　届出事業所については、PRTRデータより直接拾うこと
ができるため、図－1中の「①流域のPRTR情報の整理」、
を行うことができる。この情報を元に、「②流域に排出さ
れている化学物質リストの作成」を行い、「③リスク評価
対象化学物質の絞り込み」を行う。絞り込みに当たっては、
図－ 1中の、「b.化学物質のリスク情報」、「c.化学物質の物
性情報」を基に行う。これらの情報は、環境省5）が公表し
ているが、全ての化学物質に十分な情報があるとはいえな
い。現在、内閣府総合科学技術会議の環境分野で「化学物
質リスク総合管理研究イニシアティブ」が各省の共同で実
施されており、環境省や経済産業省関連の研究機関等で基
礎的な研究が行われている。国土交通省はこれらの研究機
関と連携してイニシアティブの一端を担っており、化学物
質に関する情報についてはこれらの研究機関の成果を活用
することとしたい。

　対象化学物質を絞り込んだ後は、「④リスク評価対象化
学物質の排出源の特定」を行い、それに基づいて実際の水
環境中で化学物質の挙動を調査する。ここで注意しなくて
はならないことは、PRTRデータはあくまで、年間排出量
であり、排出源の特性によっては排出される期間が特定の
時間に集中する場合があること、下水道へ排出された化学
物質は下水処理の過程で除去や質変換を受ける可能性があ
ること、水環境中でも同様に沈殿、吸着、化学的質変換が
起こりうること、等であり、これらを考慮した調査計画を
立案する必要がある。
（2）関係者の理解による化学物質リスク管理

　化学物質リスクに関する実態をある程度把握できた段階
で、流域住民や事業者などに情報を公開し、問題があると
考えられる場合には化学物質のリスクを削減するためのリ
スク管理を行うことが求められる。なお、対象化学物質が
水環境中に存在する場合、リスク管理を行う必要があるか
どうかは、リスクを適切に評価して判断すべきである。さ
らには、化学物質リスクのみが評価されるべきリスクでは
なく、他のリスクと相対的に比較して判断することも重要
である。例えば、家庭で使われている洗浄剤中の消毒成分
が問題有りとなった場合、その成分を取りやめることによ
る人の健康リスクや、他の成分に置き換えた場合には、新
しい成分のリスクなどが問題となる。新しいリスク評価の
手法については、中西ら6）が提案しており、今後の進展を
注目する必要がある。
　対象流域の化学物質リスクに関する情報を公開する場
合、実態調査の結果をそのまま公開するのみでは、結果の
示す意味や今後どのように対応するべきかなどを関係者に
理解していただくことは困難である。情報を必要とする関

係者を想定し、その
人達がどのような情報
を望んでいるのか、正
確に伝えるためにはど
のような情報として提
示すべきかを検討しな
ければならない。（図
－ 1 中「d.関係者の特
性把握」）
　化学物質リスクの現
状を関係者に解りやす

表ー２ 2001年度PRTRによる届出外排出量の比較
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く表示し、さらには後のリスクマネジメントに繋げるため、
「⑦化学物質リスクマップの作成」が望ましい。このマッ
プは、流域のGIS情報を基に、流域の化学物質リスクにつ
いて、発生源、水環境中での動態、リスクの種類や程度な
どをデジタル地図上に表現するものである。（図̶ 2参照）
このマップには現状の表示のみならず、化学物質の排出量
が変化したり、河川の構造や流域の土地利用が変更された
場合に、どのような影響が化学物質リスクに生じるかを提
示できる機能も持たせたい。このためには、図－ 1中の、「e.
水環境中の化学物質挙動モデル」や、「f.流域情報のGIS化
と水文・水質モデル」が必要である。
　対象流域においてリスク管理の対象となる化学物質が排
出規制の対象物質で、排出規制値を超えた排水が排出され
ている場合には、排出元へ直接規制することができる。排
出規制のない物質の場合には、流域の住民や事業者、行政
機関などと協力して、自主管理を行うことが望ましい。多
くの河川管理者は、水質汚濁防止協議会や水環境改善検討
協議会と協働で、河川の水質を検討しており、このような
場で、図－ 1の、「⑧関係者とのリスクコミュニケーション」
を図り、関係者の合意を得て、「⑨リスクマネジメントの
実施」を行っていくようにしたい。
　リスクマネジメントは、一度行えばよいというものでは
なく、その結果を更に評価し、新たな管理手法を導入する
といったマネジメントサイクルを構築するべきであろう。
実態の把握、モデルの開発なども、最初から十分な結果を
得ることは難しいので、サイクルの中で見直しをかけ、よ
り実態に近い化学物質リスクマップに改良していくことも
必要である。

４．国土技術政策総合研究所における研究
　平成15年度より、国土技術政策総合研究所のプロジェク
ト研究として「水域における化学物質リスクの総合管理に
関する研究」を開始した。河川等の水環境中における化学
物質リスクの管理については、3．で示した方法を確立す
る必要があるが、現状は全く未着手の状態と言っていいで
あろう。3．で示した各種の手法について、実際の現場で
の経験はほとんどない。
　本研究プロジェクトでは、化学物質リスク評価のための
実態調査手法を確立するため、計画立案手法や、採水・分
析といった現地調査手法、解析手法等を検討している。ま

た、化学物質リスクマップを作成するため、各種の関係者
がどのような情報を求めているか、情報をどのように提示
すれば理解されやすいかといった関係者の特性把握、マッ
プの表現方法の検討などを行っている。
　なお、図－ 1中の破線で示した項目については、化学物
質リスクイニシアティブの他の研究機関と協力し、それら
の成果を取り込んでいく予定である。
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図ー２ 化学物質マップのイメージ


